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防災訓練の実施の結果について，原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基

づき報告します。 

 

原子力事業所の名称及び場所 
中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

防災訓練実施年月日 令和２年１月３１日 
平成３０年１２月１３日 

～令和２年１月３０日 
令和２年３月１０日 

防災訓練のために想定した原
子力災害の概要 

地震による交流電源喪失

に伴い，原子炉注水機能を

喪失し，原子力災害対策特

別措置法第１５条該当事象

となり，最終的に炉心損傷

に至る事象を想定する。 

島根原子力発電所におけ

る原子力災害を想定する。 

現状のプラント状態にお

いて，燃料プール水位低下

により原子力災害対策特別

措置法第１０条該当事象と

なる。 

防災訓練の項目 総合訓練 要素訓練 要素訓練 

防災訓練の内容 

（１）通報・連絡訓練 

（２）原子力災害医療訓練 

（３）緊急時モニタリング

訓練 

（４）避難誘導訓練 

（５）復旧訓練 

（６）アクシデントマネジ

メント訓練 

（７）電源機能等喪失時 

対応訓練 

（８）その他 

 指揮命令訓練 

 ＥＲＣ対応訓練 

 広報対応訓練 

 原子力事業者間協力 

協定対応訓練 

 原子力事業所災害対策

支援拠点対応訓練 

 オフサイトセンター 

連携訓練 

（１）通報・連絡訓練 

（２）原子力災害医療訓練 

（３）緊急時モニタリング

訓練 

（４）避難誘導訓練 

（５）復旧訓練 

（６）アクシデントマネジ

メント訓練 

（７）電源機能等喪失時 

対応訓練 

（８）原子力緊急事態支援

組織対応訓練 

（１）新規制基準未適合炉

訓練 

（２）現場実動訓練 

 

防災訓練の結果の概要 別紙１のとおり 別紙２のとおり 別紙３のとおり 

今後の原子力災害対策に向け
た改善点 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 別紙３のとおり 

備考 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 



防災訓練の結果の概要（総合訓練）

１．訓練の目的 

本訓練は，「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章第７節第１項」に

基づき実施する総合的な訓練であり，以下を確認することを訓練全体の目的としたもので

ある。 

（１）平日勤務時間帯の発災を想定し，事象状況や必要な情報を収集，分析して，事故収束

に向けた対策活動およびこれらの活動について社内外に共有できることを確認する。 

（２）即応センターの主要な要員不在時においても必要な対応ができることを確認する。 

（３）夜間作業に向けた活動ができることを確認する。 

（４）今年度新たに設置した耐震構造の緊急時対策所において事故収束活動が円滑にできる

ことを確認する。 

（５）これまでの訓練から改善を図った事項の有効性を確認する。 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

令和２年１月３１日（金） １３時００分～１７時００分 

（２）対象施設 

島根原子力発電所 １，２，３号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

連絡 

連絡 

別紙１

通報・連絡 

本 社 

（原子力施設事態 

即応センター 

／緊急時対策総本部） 

島根原子力発電所 

（緊急時対策本部） 

東京支社 

原子力規制庁 

緊急時対応センター

（ＥＲＣ） 

原子力事業所 

災害対策支援拠点 

（模擬）

派遣 

社内ＴＶ会議 

社外関係箇所 

（一部模擬）

通報・連絡 

連絡 

連絡 

オフサイト 

センター

派遣 

連絡 

連絡 

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ(TV 会議)

接続
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（２）評価体制 

発電所社員，本社社員および社外評価者として他電力から評価員を選任し，評価  

チェックシートに基づく訓練観察および確認を実施した。また，当該評価結果および訓

練終了後の反省会，プレイヤーへのインタビュー等により，改善点を抽出した。 

（３）参加人数：４５８名 

① 島根原子力発電所 :３２７名（社員：３０５名，社外：２２名） 

訓練プレイヤー：社員２５０名，社外２０名 

コントローラ兼評価員：社員１１名 

コントローラ：社員３８名，社外１名 

評価員：社員６名，社外１名 

② 本社   ：１２６名（社員：１２２名，社外：４名） 

訓練プレイヤー：社員１０１名，社外１名 

コントローラ兼評価員：社員１７名 

コントローラ：社員４名，社外２名 

評価員：社外１名 

③ 東京支社   ：５名（社員：５名） 

訓練プレイヤー：社員５名 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

今回の訓練では，中期計画に基づき，平日の勤務時間帯に発生した地震を起因として，

原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１５条該当事象に至る原子力災

害を想定した。 

詳細は以下のとおり。 

（１）訓練形式 

シナリオ非提示型訓練 

（２）事象発生時間帯 

通常勤務時間帯（平日昼間）を想定 

（３）プラント運転状況 

① １号機：廃止措置作業中（冷却告示適用，使用済燃料は全て使用済燃料プールにて

保管） 

② ２号機：定格熱出力一定運転中（新規制基準適合性申請に係る対策工事および可搬

型設備の導入が全て完了した状態を想定） 

③ ３号機：建設中（新燃料は新燃料貯蔵庫および燃料プールにて気中保管） 
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（４）事象概要（添付資料（１）参照） 

時刻 

（実績） 

シナリオ 

２号機 １号機，３号機，その他 

13:02 地震発生（松江市震度６強，津波警報発令） 

・原子炉スクラム（地震加速度大）  

・外部電源喪失 

・常用給水機能喪失 

・Ａ，Ｂ，Ｈ－非常用ディーゼル発電

機起動成功 

・高圧炉心スプレイ系配管漏えい発生 

・Ⅱ系統原子炉補機冷却水系漏えい

発生 

・外部電源喪失 

・非常用ディーゼル発電機全台起動

成功 

・１号機使用済燃料プール水位低下

（プールゲート漏えい） 

・１，３号機から２号機への電源融

通不能 

・構内（防波壁外側）にて負傷者発

生 

13:22 ・高圧炉心スプレイ系隔離 

13:27 ・Ⅱ系統原子炉補機冷却水ポンプ

トリップ 

・一斉通報システム※１使用不可 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機

トリップ 

13:32 ・Ⅱ系統原子炉補機冷却水系隔離 

13:37 ・ガスタービン発電機起動失敗 

13:47 津波来襲 

13:57 ・Ａ－残留熱除去ポンプトリップ   

13:58 ・ＳＥ２３：残留熱除去機能の喪失

【原災法第１０条※２】 

14:12 津波警報解除 

14:22 ・原子炉隔離時冷却ポンプトリップ 
・自治体（模擬）からリエゾン派遣

要請 

14:25 ・高圧原子炉代替注水系起動失敗  

14:30 ・主蒸気逃がし安全弁による原子炉

急速減圧 

・低圧炉心スプレイ系による原子炉へ

の注水開始 

14:52 ・Ｈ－非常用ディーゼル発電機から

Ｄ－非常用交流高圧電源母線への

電源融通成功 
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時刻 

（実績） 

シナリオ 

２号機 １号機，３号機，その他 

15:06 地震発生（松江市震度６弱），津波なし 

15:07 ・原子炉冷却材喪失の発生 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機

トリップ 

・管理区域内で負傷者発生 

15:09 ・ＧＥ２２：原子炉注水機能の喪失

【原災法第１５条※２】 

15:12 ・原子炉水位有効燃料頂部に到達  

15:17 ・代替注水不能 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機室火災

発生 

15:27 ・原子炉水位不明 

16:13 ・炉心損傷判断 

16:25 ・大型送水ポンプ車によるⅡ系統原子

炉補機冷却水系への直接海水通水開

始 

16:30 ・Ｂ，Ｃ－残留熱除去系による原子炉

への注水開始 

・原子炉水位上昇 

16:50 訓練終了 

※１：ＰＣを使用し，ＦＡＸを複数の宛先にまとめて送信できるシステム 

※２：最初に発生した原災法第１０条，第１５条該当事象のみを記載 

５．防災訓練の項目 

総合訓練（防災訓練） 

６．防災訓練の内容 

以下の項目を「シナリオ非提示」にて実施した。 

【発電所】 

（１）通報・連絡訓練 

（２）原子力災害医療訓練 

（３）緊急時モニタリング訓練

（４）避難誘導訓練

（５）復旧訓練 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

（７）電源機能等喪失時対応訓練 

①全交流電源喪失時の構内電源受電訓練 
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②軽油タンクからの燃料抜取りおよび可搬型設備への燃料補給訓練 

③原子炉への大量送水車による代替注水訓練 

④アクセスルートの確保訓練 

（８）その他 

①指揮命令訓練 

②広報対応訓練 

③オフサイトセンター連携訓練 

【本社】 

（１）原子力災害医療訓練 

（２）アクシデントマネジメント訓練 

（３）その他 

①指揮命令訓練 

②ＥＲＣ対応訓練 

③広報対応訓練 

④原子力事業者間協力協定対応訓練 

⑤原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練 

⑥オフサイトセンター連携訓練 

７．訓練結果の概要および個別評価 

【発電所】 

（１）通報・連絡訓練 

・情報管理班は，事象進展に応じた通報文の作成を実施。 

・通報班は，一斉通報システムを用いた社内関係箇所，社外関係箇所への通報連絡を実

施。 

・通報班は，マルファンクション発生時の対応を実施。 

・緊急事態の遷移の判断となる原災法第１０条該当事象および第１５条該当事象の第１

報送信については，以下のとおり実施。 

＜原災法第１０条および第１５条該当事象に係る通報連絡の実績＞ 

通報内容 判断時刻 送信時刻 所要時間 

原災法第１０条該当事象 

（ＳＥ２３：残留熱除去機能の喪失） 
１３：５８ １４：０４ ６分 

原災法第１５条該当事象 

（ＧＥ２２：原子炉注水機能の喪失） 
１５：０９ １５：２７ １８分 

〔評価〕 

・情報管理班および通報班は，原子力災害対策手順書（情報管理班，通報班）に基づき，

事象進展に応じた通報文（警戒事態該当事象発生連絡，特定事象発生通報，応急措置

の概要等）の作成および一斉通報システムを用いた社内関係箇所，社外関係箇所への
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通報連絡を実施することができた。 

・前回の総合訓練時に抽出された通報文の作成に関する課題について，対策の有効性を

確認することができた。 

＜８．（１）①【発電所】 参照＞ 

・通報班は，一斉通報システムの一時的な使用不可（マルファンクション）に対して，

これまでの教育訓練の積み重ねにより，代替機器による対応を適切に実施することが

できた。 

・情報の整理方法および通報文の確認方法について，改善点を抽出した。 

＜１０．（３）情報の整理・確認方法の改善 参照＞ 

（２）原子力災害医療訓練 

・支援班は，管理区域内で発生した負傷者の搬送を実施。 

・支援班は，津波警報発生時に構内で発生した負傷者の搬送を実施。 

〔評価〕 

・支援班は，異常事象発生時の対応要領等に基づき，管理区域内で発生した負傷者に対

し，チェックポイントへの搬送，管理区域からの搬出準備，汚染検査，応急処置，搬

送を適切に行うことができた。 

・本部長および支援統括は，津波警報発生時に構内（防波壁外側）で発生した負傷者に

対し，これまでの教育訓練の積み重ねにより，負傷状況および津波到達時刻を考慮し

た対応の判断を行うことで，適切な指示を行うことができた。 

（３）緊急時モニタリング訓練 

・放射線管理班は，可搬式モニタリングポストによる空気吸収線量率測定を実施。 

〔評価〕 

・放射線管理班は，異常事象発生時の対応要領等に基づき，可搬式モニタリングポスト

の運搬，設置および空気吸収線量率の測定を適切に行うことができた。 

（４）避難誘導訓練 

・支援班は，体制発令に伴う敷地外避難場所への避難誘導を実施。 

〔評価〕 

・支援班は，異常事象発生時の対応要領等に基づき，緊急放送装置により避難の実施お

よび集合場所等について所内に周知するとともに，集合場所と避難場所に配備した要

員との連絡を綿密に行うことで，緊急時警戒体制発令および緊急時非常体制発令に伴

う，構内一時立入者および緊急時対策要員以外の要員の集合場所への誘導ならびに集

合場所から発電所敷地外の避難場所への車両での移送を速やかに行うことができた。 

（５）復旧訓練 

・復旧班は，緊急時対策本部（発電所）と現場要員とが連携し，機器故障の原因推定お

よび復旧方法の検討を実施。 

・復旧班は，夜間作業に向けた活動（作業照明の準備），放射線防護対策の準備を実施。 

〔評価〕 

・復旧班は，異常事象発生時の対応要領に基づく地震後のパトロールおよび個別の復旧

要員の派遣により故障した機器の現場確認を実動で実施し，緊急時対策本部（発電所）
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へ機器の故障状況および復旧見込みについて報告することができた。また，現場の復

旧要員からの情報を踏まえ，コントローラから付与された情報に対しても，これまで

の教育訓練の積み重ねにより，臨機応変に対応でき，具体的な機器故障原因，復旧方

法および復旧に向けた時期を推定することができた。 

＜９．（４）【発電所】 参照＞ 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，復旧作業だけに没頭することなく，復旧作業に要

する時間とプラントの今後の状況を踏まえ，事前に夜間作業に向けた照明の準備指

示・準備および放射線防護対策の準備指示・準備を行うことができ，長期的な視点で

の復旧活動を行うことができた。（夜間における現場実動訓練は要素訓練において実施） 

＜９．（３）【発電所】 参照＞ 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

・技術班は，ＡＭ（アクシデントマネジメント）シミュレータを用いた事象進展予測お

よび事故収束対応戦略の検討を実施。 

・技術班は，事象進展予測等について緊急時対策本部（発電所）および緊急時対策総本

部（本社）との情報共有を実施。 

〔評価〕 

・技術班は，炉心損傷の可能性の有無や被害の拡大に関する事象進展予測および事故収

束対応戦略について，ＡＭシミュレータや原子力災害対策手順書（技術班）等を用い

ることで，ＴＡＦ到達予想時刻，炉心損傷予想時刻等を算出することができた。また，

これらの評価結果を踏まえ，大量送水車等を用いた事故収束対応戦略を検討すること

ができた。 

・技術班は，ＣＯＰ※による可視化や，ブリーフィングによる状況説明を実施するととも

に，各班の原子力災害対策手順書等に基づき，時系列管理システムを使用することに

より，事象進展予測の結果や事故収束対応戦略方針等の必要な情報を確実に緊急時対

策本部内（発電所）および緊急時対策総本部（本社）と共有することができた。 

※：ＣＯＰ（Common Operational Picture） 

緊急時対策本部（発電所）と緊急時対策総本部（本社）の間において，プラン

ト状況や事故収束対応戦略等を情報共有するための帳票であり，以下の３種類を

使用している。 

・ＣＯＰ－Ａ：設備状況シート 

・ＣＯＰ－Ｂ：事故対応設備系統概要 

・ＣＯＰ－Ｃ：本部ブリーフィング 

また，ＣＯＰは，原子力規制庁緊急時対応センター（以下「ＥＲＣ」という。）

へ情報共有する際にも使用している。 
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（７）電源機能等喪失時対応訓練 

ａ．全交流電源喪失時の構内電源受電訓練 

・緊急時対策本部（発電所）と現場要員とが連携し，高圧発電機車の移動，起動確認，

給電ケーブルの敷設を実施。（ケーブルの接続は模擬） 

〔評価〕 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，機器故障の情報および復旧に要する時間とプラン

トの状況を踏まえ，どの電源から何処へ電源供給すれば良いのかを検討し，適切に選

択することができた。また，復旧作業が上手くいかなかった場合の次の手段までも検

討することができ，コントローラの情報付与（電源喪失，機器故障等）に対しても適

切に対応することができた。さらに，原子力災害対策手順書（復旧班）に基づき，高

圧発電機車を配置場所への移動，高圧発電機車の起動確認および給電ケーブルの敷設

作業を確実に実施することができた。（ケーブルの接続は模擬） 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，要員参集時，居場所管理ボードにより全体要員を

確認するとともに，現場対応者の人数と場所の把握，要員リソースを把握することが

できた。また，緊急時対策本部（発電所）と現場対応者との連絡体制および役割分担

をホワイトボードに明確化することで迅速かつ正確な「報・連・相」が実施でき，確

実な復旧対応を実施することができた。 

ｂ．軽油タンクからの燃料抜取りおよび可搬型設備への燃料補給訓練 

・緊急時対策本部（発電所）と現場要員とが連携し，タンクローリの移動，ホース展張

を実施。（ホース接続および燃料補給は模擬） 

〔評価〕 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，可搬型設備の出動状況および稼働状況を踏まえ，

どのタンクローリを使用して，何処から燃料を抜取り，どの可搬型設備へ燃料補給す

る必要があるのかを検討し，適切に選択することができた。また，原子力災害対策手

順書（復旧班）に基づき，タンクローリの移動，タンクローリから軽油タンクまでの

ホース展張作業を確実に実施することができた。（ホース接続および燃料補給は模擬） 

ｃ．原子炉への大量送水車による代替注水訓練 

・緊急時対策本部（発電所）と現場要員とが連携し，大量送水車およびホース展張車の

移動，ホース展張を実施。（大量送水車による注水は模擬） 

〔評価〕 

・復旧班は，復旧統括からの指示に従い，機器故障の情報および復旧に要する時間とプ

ラントの状況を踏まえ，どの水源から何を使用して注水すれば良いのかを検討し，適

切に選択することができた。また，復旧作業が上手くいかなかった場合の次の注水手

段までも検討することができ，コントローラの情報付与（電源喪失，機器故障等）に

対しても適切に対応することができた。さらに，原子力災害対策手順書（復旧班）に

基づき，保管場所から配置場所への移動，大量送水車からの系統構成およびホース展

張車によるホース展張作業を確実に実施することができた。（大量送水車による注水は

模擬） 

-8-



ｄ．アクセスルートの確保訓練 

・復旧班は，アクセスルートの情報を踏まえ，ホイールローダの準備から実走までが確

実かつ速やかに出来るかの確認を実施。また，ホイールローダの操作性の確認を実施。 

〔評価〕 

・復旧班は，原子力災害対策手順書（復旧班）に基づき，アクセスルートの情報を収集

し，復旧統括の指示を踏まえ，ホイールローダの準備（運転前確認等）から実走まで

がスムーズに対応でき，アクセスルートの確保対応が迅速にできた。また，免震重要

棟前から管理事務所南側までおよび２号機開閉所東側から３号機南側までの場所にお

いてホイールローダを実走し，復旧班員のホイールローダの運転技能に問題のないこ

とを確認することができた。 

（８）その他 

ａ．指揮命令訓練 

・連絡担当者は，事象発生後の初動対応（発生事象の共有，要員参集連絡）を実施。 

・本部長は，ＥＡＬ・緊急時体制発令・緊急時体制遷移の判断を実施。 

・各班は，事象の進展に応じた事故・プラント状況の把握およびリソース管理を実施。 

・各班は，情報共有ツールを用いた緊急時対策本部（発電所）内および緊急時対策総本

部（本社）とのプラント状況等に関する情報共有を実施。 

・復旧班は，マルファンクション（火災発生）発生時の対応を実施。 

〔評価〕 

・連絡担当者は，事象発生後の初動対応において，異常事象発生時の対応要領に基づき，

一斉招集メールや緊急放送装置を用いることで，発電所長他対応要員を速やかに対応

室に参集させることができた。 

・連絡責任者は，異常事象発生時の対応要領に基づき，当直長（コントローラ）から受

けたプラント状況等に関する情報を復唱し，ホワイトボードへ適切に板書することが

でき，対応室内において発電所長他対応要員へ情報を適切に共有することができた。 

・本部長は，これまでの訓練（要素訓練）の積み重ねにより，各班からの報告，情報共

有ツールを用いた情報を適切に把握することができ，プラントの事象進展に応じ遅滞

なく確実に緊急時体制の発令・体制遷移やＥＡＬの該当判断をすることができた。 

・技術統括は，ブリーフィングに関する手順および対応フロー図に基づき，適宜ブリー

フィング，戦略会議を行うことで，事故状況把握，事象進展予測，優先順位を考慮し

た戦略決定を実施するとともに，これらの情報について緊急時対策本部（発電所）内

で遅滞なく共有することができた。 

＜９．（１）【発電所】 参照＞ 

・前回の総合訓練時に抽出されたＥＡＬ判断根拠に関する課題について，対策の有効性

を確認することができた。 

＜８．（１）②【発電所】 参照＞ 

・緊急時対策本部（発電所）内における系統状態の情報共有方法について，改善点を抽

出した。 

＜１０．（１）系統状態等の共有方法の改善 参照＞ 
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・ＣＯＰの作成および確認方法について，改善点を抽出した。  

＜１０．（２）ＣＯＰ作成方法の改善 参照＞ 

・復旧統括は，これまでの訓練（要素訓練）の積み重ねにより，方針決定の検討を行う

ための情報として，リソースを考慮した故障機器の復旧見通しや可搬型設備の準備状

況等を確実に緊急時対策本部（発電所）内へ適切に情報共有することができた。また，

復旧班は，設備状況や復旧見通しを踏まえて多様な戦略を検討し，本部卓へ適切に提

示することができた。 

・復旧班は，火災発生（マルファンクション）に対して，火災発生時の消火活動手順書

に基づき，速やかに自衛消防隊員を確保し，適切な装備や資機材を使用して消火活動

を実施することができた。（消火活動は模擬） 

・各班は，新たに設置した耐震構造の緊急時対策所において，各種情報共有ツールを使

用することで，より確実な情報共有を実施することができた。 

＜９．（４）【発電所】 参照＞ 

・異常事象発生時の対応要領に基づき，緊急時対策総本部（本社）と情報連絡を行う専

任のコンタクトパーソンを配置することで，重要な情報を緊急時対策総本部（本社）

へタイムリーに共有するとともに，緊急時対策総本部（本社）での疑問点についても

直ちに確認することができた。 

・支援班は，原子力災害対策手順書（支援班）に基づき，ＰＨＳ等を使用して各班ロジ

スティクス担当を招集し，各班ロジスティクス担当が行う事項を説明することで，要

員把握，安定ヨウ素剤の配付，緊急作業への従事に係る意思確認等を確実に実施する

ことができた。 

ｂ．広報対応訓練 

・報道班および対外対応班は，報道機関や自治体（模擬）からの問い合わせ対応を実施。 

・報道班は，緊急時対策総本部（本社）とのプラント状況等に関する情報共有を実施。 

・対外対応班は，自治体（模擬）からのリエゾン派遣要請に伴う対応を実施。 

〔評価〕 

・報道班および対外対応班は，異常事象発生時の報道班，対外対応班対応手順書に基づ

き，発電所側での初動対応として，報道機関や自治体（模擬）からの問い合わせに対

して，ブリーフィングやＣＯＰ等で共有されているプラント状況に関する最新の情報

に基づき的確に説明することができた。 

・報道班は，異常事象発生時の報道班，対外対応班対応手順書に基づき，ＣＯＰや時系

列管理システム等を用いて，広報資料や模擬ホームページ作成のための情報を緊急時

対策総本部（本社）広報班と共有することができた。 

・対外対応班は，異常事象発生時の報道班，対外対応班対応手順書に基づき，時系列管

理システムおよび電話等を使用して自治体（模擬）からのリエゾン派遣要請に対して，

緊急時対策総本部（本社）への派遣要請連絡を実施することができた。 
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ｃ．オフサイトセンター連携訓練 

・支援班は，オフサイトセンターへの要員派遣を実動で実施。 

・オフサイトセンター派遣要員は，緊急時対策本部（発電所），緊急時対策総本部（本

社），プラントチーム（模擬）と連携し情報共有を実施。 

〔評価〕 

・支援班は，原子力災害対策手順書（支援班）に基づき，派遣要員の確認，持参する必

要資機材の準備を行い，要員を速やかに出発させることができた。 

・オフサイトセンターへ派遣された要員は，原子力緊急事態等現地対応マニュアルに基

づき，電話，ＦＡＸ，時系列管理システム等の情報共有ツールを用いて，緊急時対策

総本部（本社）と情報共有するとともに，プラントチーム（模擬）への情報提供のた

めの情報（プラント状況，事象進展予測，事故収束戦略等）をホワイトボードに纏め

ることができた。 

【本社】 

（１）原子力災害医療訓練 

・放射線班は，傷病者情報についてＥＲＣ医療班へ情報提供を実施。 

・放射線班は，発電所構内の医療体制確立に向けた，医師の派遣要請（模擬）を実施。 

〔評価〕 

・放射線班は，通報文や時系列管理システム等により，発電所で発生した負傷者の情報

を適切に入手するとともに，必要な傷病者情報についてＥＲＣ医療班へ情報提供を行

うことができた。 

・放射線班は，放射線班の活動に関する手順に基づき，緊急時非常体制発令後，発電所

構内の医療体制確立に向け，速やかに関係機関へ，医師派遣の要請（模擬）を実施す

ることができた。 

（２）アクシデントマネジメント訓練 

・各班は，プラント状況を把握し，プラント状況に応じた発電所の事故収束活動支援を

実施。 

〔評価〕 

・各班は，緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）訓練モードや，それに準ずる訓練用プ

ラント状況表示ツール（模擬ＳＰＤＳ）により，緊急時対策総本部（本社）内におい

てプラント状況を確実に把握することができた。 

・各班は，緊急時対策総本部（本社）内で共有される情報を確認しながら，プラント状

況に応じた応急措置や設備復旧の検討を各班の活動に関する手順に基づき行うことで，

発電所の事故収束に向けた活動を支援することができた。 

＜９．（１）【本社】 参照＞ 
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（３）その他 

ａ．指揮命令訓練 

・各班は，緊急時対策本部（発電所）との情報共有を行い，事故収束対応に向けた戦略

等を把握するとともに，それらの情報について緊急時対策総本部（本社）内で共有を

実施。 

・事象進展に伴う緊急時対策総本部（本社）の緊急時体制の発令および体制変更を実施。 

・各班は，プラント状況に応じて社外関係箇所への支援要請等を実施。 

・緊急時対策総本部（本社）において，技術班長の不在を想定した訓練を実施。 

〔評価〕 

・各班は，緊急時対策本部（発電所）と情報連絡を行う専任のコンタクトパーソン（以

下「発電所ＣＰ」という。）や，緊急時対策本部（発電所）で作成された通報文，ＣＯ

Ｐ，電子ボードおよび時系列管理システム等を通じて，緊急時対策本部（発電所）と

情報共有することで，事故・プラント状況や，事故収束対応に向けた戦略とその進捗

状況について遅滞なく，かつ確実に把握することができた。 

・各班は，事故・プラント状況や外部送電線の被害状況等の発電所内外の情報について，

大型モニタやマイクを使用して周知するとともに，必要な場合は紙資料を配布するこ

とで，緊急時対策総本部（本社）内での情報共有を確実に実施することができた。 

・放射線班は，モニタリングポストの指示値について，模擬ＳＰＤＳを確認して監視す

ることで，定期的に緊急時対策総本部（本社）内に情報共有することができた。 

・各班は，発電所ＣＰ，ＣＯＰおよび電子ボードにより，事故・プラント状況や今後の

対応戦略等について把握するとともに，大型モニタやマイクを使用して緊急時対策総

本部（本社）内で情報共有することで，緊急時対策総本部（本社）における緊急時体

制の発令および体制の変更を実施することができた。 

＜９．（１）【本社】 参照＞ 

・各班は，プラント状況等に応じて，原子力事業所災害対策支援拠点（以下「支援拠点」

という。）の設置，他原子力事業者や原子力緊急事態支援組織等への支援要請，オフサ

イトセンターへの派遣指示（派遣は模擬）等の活動を，各班の活動に関する手順に基

づき，実施することができた。 

＜９．（１）【本社】 参照＞ 

・緊急時対策総本部（本社）の主要な要員不在時においても必要な対応ができることを

確認するため，緊急時対策総本部（本社）において，規制庁プレイヤーへの説明を主

に担う技術班長の不在を想定したが，あらかじめ定めた技術班内の代行順位に基づき

適切な体制構築をはかることで，規制庁プレイヤーへの情報共有を確実に実施するこ

とができた。 

＜９．（２）【本社】 参照＞ 
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ｂ．ＥＲＣ対応訓練 

・プラント状況等について，統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議システム）を通じ

て，ＥＲＣプラント班との情報共有を実施。 

・ＥＲＣコンタクトパーソン（以下「ＥＲＣ－ＣＰ」という。）（正）の不在を想定した

訓練を実施。 

〔評価〕 

・官庁対応を主に担うＥＲＣ－ＣＰ（正）の不在を想定し，代行順位２位のＥＲＣ－Ｃ

Ｐによる情報共有を要素訓練にて繰り返し実施することで，ＥＲＣプラント班との情

報共有を，概ね適切に実施することができた。 

＜９．（２）【本社】 参照＞ 

・ＥＲＣ－ＣＰは，事故・プラント状況やＥＡＬの判断根拠等を情報共有するにあたっ

て，３種類のＣＯＰ，ＥＲＣ備付資料および書画装置を活用して実施することができ

た。 

・前回の総合訓練時に抽出されたＥＲＣへの説明方法に関する課題について，対策の有

効性を確認することができた。 

＜８．（１）③．【本社】 参照＞ 

・１５条認定会議における事象進展予測の説明について，改善点を抽出した。

＜１０．（５）事象進展予測の説明に係る改善 参照＞ 

・ＣＯＰを用いた情報共有方法について，改善点を抽出した。

＜１０．（６）ＣＯＰの共有に係る改善 参照＞ 

・ＥＲＣ対応室の役割分担や体制について，改善点を抽出した。

＜１０．（７）ＥＲＣ対応室の体制に係る改善 参照＞ 

ｃ．広報対応訓練 

・広報班は，プラント状況等に応じた広報資料の作成および模擬ホームページへの掲載

を実施。 

・広報班は，マスコミが発信した誤情報に対し，模擬ホームページへの訂正コメントの

掲載および模擬記者会見での訂正を実施。 

〔評価〕 

・広報班は，緊急時対策本部（発電所）報道班とＣＯＰや時系列管理システム等の情報

共有ツールを活用するとともに，それらに記載されない細かい内容については緊急時

対策本部（発電所）報道班と電話等で直接連絡を取り合うことにより広報資料の作成

に必要な情報を共有することで，迅速に資料作成を行うことができた。 

・広報班は，マスコミ対応用の広報資料を活用し，模擬ホームページへの情報掲載を実

際に行うことで，速報性，広汎性といった観点で広報対応の充実を図ることができた。 

・広報班は，緊急時対策本部（発電所）報道班と常に連携し，プラントの正確な情報を

入手することで，不正確な情報（出所不明の根拠のない誤情報，流言飛語）が外部で

流れたという情報をインプットした際にも，模擬ホームページへの訂正コメントの掲

載や模擬記者会見における訂正説明等の，不正確な情報に対する訂正活動を確実に行

うことができた。 
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・記者会見中に情報が更新された場合の運用について，改善点を抽出した。 

＜１０．（４）記者会見の運用に係る改善 参照＞ 

ｄ．原子力事業者間協力協定対応訓練 

・原子力事業者間協力協定における当社発災時の幹事電力である九州電力株式会社に対

し，同協定に基づく協力要請等の連絡および情報共有を実施。 

〔評価〕 

・統括班は，原子力事業者間協力協定に基づき，幹事電力への協力要請等を原子力事業

者間の協力に関する手順に従い，実施することができた。 

・統括班は，原子力事業者間協力協定に基づき，幹事電力より即応センターに派遣され

る先遣隊に対して，緊急時対策総本部（本社）内で情報共有している資料を適宜提供

することで，プラント状況等の情報共有を適切に実施することができた。 

ｅ．原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練 

・支援拠点の設営に向けて，要員の選定および派遣準備（支援拠点の設営および派遣は

模擬）を実施。 

・支援拠点に派遣された要員に見立てたコントローラと情報共有を実施。 

〔評価〕 

・支援班は，統括班からの支援拠点設営依頼を受けた後，支援班の活動に関する手順に

基づき，派遣要員の選定および派遣に向けた準備（車両・食糧調達，宿泊先予約等の

依頼）を実施することができた。 

・支援班は，支援班の活動に関する手順に基づき，派遣要員に見立てたコントローラか

ら付与される支援拠点の設営状況等の必要な情報について，情報共有を実施すること

ができた。 

ｆ．オフサイトセンター連携訓練 

・統括班は，オフサイトセンター事業者ブースと情報共有による連携を実施。 

〔評価〕 

・統括班は，統括班の活動に関する手順に基づき，電話，ＦＡＸ，時系列管理システム

等の情報共有ツールを用いることで，オフサイトセンター事業者ブースと情報共有を

行うとともに，その情報を緊急時対策総本部（本社）内に共有することができた。 
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８．前回の総合訓練等において抽出された改善点への取り組み 

（１）前回の総合訓練において抽出された改善点への取り組み 

前回の総合訓練（平成３０年１１月６日）において抽出された改善点に対する原因，

対策および今回の総合訓練（令和２年１月３１日）における確認結果は下表のとおり。 

前回の総合訓訓練（平成３０年１１月６日） 

において抽出された課題および原因 
対策および確認結果 

①通報文の適切な作成 

【発電所】 

《課題》 

・通報文の記載内容について，情報管理班

は，修正すべきでない通報様式を修正

（「第１０条通報」（囲い表示）の記載を

「第１５条通報」と修正）した不備が見

られた。 

《原因》 

ａ．通報文の作成方法について定めた手順

に，通報様式の編集禁止に関する記載

がなかった。 

ｂ．特定事象発生通報は防災業務計画に基

づく行為であり，ここで定めた通報様

式を使用するものであるという，通報

文作成の位置付けに関する教育が通報

文作成者，チェック者も含め充分では

なかった。 

ｃ．第１０条該当事象なのか，第１５条該

当事象なのか識別しづらい様式となっ

ていた。 

《対策》 

ａ．通報様式の編集禁止に関する内容を手

順に記載した。 

ｂ．「通報・連絡訓練」の一環として行う

教育の内容に，通報文の作成・チェッ

クを行う情報管理班を対象とした，特

定事象発生通報の位置付けに関する事

項を追加した。 

ｃ．容易に第１０条該当事象および第１５

条該当事象の識別ができるよう特定事

象発生通報様式を見直した。 

《確認結果》 

・特定事象発生通報様式について，容易に

第１０条該当事象および第１５条該当事

象の識別ができるよう見直したこと，通

報様式の編集禁止に関する内容を通報文

の作成方法について定めた手順に明記し

たことにより，特定事象発生時に通報様

式を適切に使用していることを確認し

た。 

＜７．【発電所】（１） 参照＞
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前回の総合訓訓練（平成３０年１１月６日） 

において抽出された課題および原因 
対策および確認結果 

②ＥＡＬ判断根拠の共有 

【発電所】 

《課題》 

・緊急時対策総本部（本社），緊急時対策

本部（発電所）間において，一部のＥＡ

Ｌ判断根拠が共有されていなかった。こ

れにより，緊急時対策本部（発電所），

緊急時対策総本部（本社）において共通

の認識を持つことができないため，本部

長がＥＡＬの判断を誤った場合に，ＥＡ

Ｌの訂正活動ができない可能性があっ

た。また，緊急時対策総本部（本社）か

ら緊急時対策本部（発電所）に対しＥＡ

Ｌの判断根拠に関する問い合わせを行う

必要が出てきてしまい，緊急時対策本部

（発電所）が本来行うべき緊急時対応活

動を阻害する可能性があった。 

《原因》 

・ＥＡＬ判断根拠のうち，緊急事態の区分

が遷移するものについては，本部長の発

話により緊急時対策本部（発電所），緊

急時対策総本部（本社）内に情報共有を

する手順としていたが，緊急事態の区分

の遷移に係るもの以外のＥＡＬ判断につ

いては，その判断根拠を共有する手順が

なかった。 

《対策》 

・全てのＥＡＬ判断について，その判断根

拠を共有するよう運用の見直しを行っ

た。 

《確認結果》 

・全てのＥＡＬ判断について，判断根拠を

時系列管理システムへ入力するよう運用

を見直したことにより，適切に認識共有

できることを確認した。 

＜７．【発電所】（８）ａ． 参照＞
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前回の総合訓訓練（平成３０年１１月６日） 

において抽出された課題および原因 
対策および確認結果 

③ＥＲＣへの説明方法（ＣＯＰの活用） 

【本社】 

《課題》 

・事故収束対応に向けた戦略についての説

明性向上を目的として，新たにＣＯＰ

（シートＤ：事故収束対応戦略検討シー

ト）を準備したが，これを有効に活用し

ていない場合があった。 

《原因》 

・シートＣ（ブリーフィング決定事項）と

シートＤ（事故収束対応戦略検討シー

ト）のどちらにも戦略方針に関する記載

があり，事象進展予測および予測を踏ま

えた戦略方針について，どちらのＣＯＰ

を用いて説明するか（各ＣＯＰ様式の使

用用途）が明確になっていなかった。 

《対策》 

・シートＣとシートＤの使用用途を明確に

するため，シートＣおよびシートＤの記

載内容を見直すとともに，各ＣＯＰ様式

の使用用途を明確にし，それぞれの目的

に合った使用を行うよう，手順に反映し

た。

《確認結果》 

・シートＣとシートＤの記載内容を統一

し，新しく作成したＣＯＰ－Ｃ（本部ブ

リーフィング）を用いて，ＥＲＣプラン

ト班に事象進展予測および対応戦略の説

明を行い，適切に情報共有できることを

確認した。 

＜７．【本社】（３）ｂ． 参照＞

（２）国主催原子力総合防災訓練において抽出された改善点への取り組み

令和元年１１月８日～１０日にかけて実施した国主催原子力総合防災訓練で抽出され

た改善点に対する検証結果は添付資料（２）のとおり。 
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９．訓練の目的に対する評価 

本訓練を通じ，一部に改善点が抽出されたものの，発電所および本社原子力防災組織が

有効に機能していることを確認できたことから，今回の訓練目的は概ね達成できたものと

判断する。 

「１．訓練の目的」に記載した５項目に対する評価は以下のとおり。 

（１）平日勤務時間帯の発災を想定し，事象状況や必要な情報を収集，分析して，事故収束

に向けた対策活動およびこれらの活動について社内外に共有できることを確認する。 

【発電所】 

・緊急時対策本部（発電所）は，ブリーフィングに関する手順および対応フロー図に基

づき，適宜ブリーフィング，戦略会議を行うことで，プラント状況，事故状況等を正

確に把握し，情報共有することが概ねできた。また，これらを踏まえ，事象進展に伴

い発生するリスクを予見し，優先順位を考慮した対応方針，対応策を指示できること

を確認した。 

＜７．【発電所】（８）ａ． 参照＞ 

【本社】 

・緊急時対策総本部（本社）の各班は，事故・プラント状況等を踏まえた適切な体制変

更および各班の活動に関する手順に基づく応急措置や設備復旧の検討等，緊急時対策

本部（発電所）の事故収束に向けた対策活動を支援できることを確認した。 

・緊急時対策総本部（本社）の各班は，事故・プラント状況や今後の対応戦略等の緊急

時対策総本部（本社）内での共有，および各班の活動に関する手順に基づく原子力緊

急事態支援組織等への支援要請，オフサイトセンターへの派遣指示（派遣は模擬）等

を適切に実施できることを確認した。 

＜７．【本社】（３）ａ． 参照＞ 

（２）即応センターの主要な要員不在時においても必要な対応ができることを確認する。 

【本社】 

・緊急時対策総本部（本社）の主要な要員である技術班長および優先順位第１位のＥＲ

Ｃ－ＣＰの不在を想定したが，各班の活動に関する手順に定めた代行順位に基づき体

制構築をはかるとともに，これまでの訓練（要素訓練）の積み重ねにより，技術班の

活動およびＥＲＣプラント班との情報共有を概ね適切に実施できることを確認した。 

＜７．【本社】（３）ａ．，ｂ． 参照＞ 
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（３）夜間作業に向けた活動ができることを確認する。 

【発電所】 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，復旧作業だけに没頭することなく，復旧作業に要

する時間とプラントの今後の状況を踏まえ，事前に夜間作業に向けて，照明の準備指

示・準備ができ，長期的な視点での復旧活動に対しても対応できることを確認できた。

（夜間における現場実動訓練は要素訓練において実施） 

＜７．【発電所】（５） 参照＞

（４）今年度新たに設置した耐震構造の緊急時対策所において事故収束活動が円滑にできる

ことを確認する。

【発電所】 

・緊急時対策本部（発電所）は，訓練において今年度から新たに設置した耐震構造の緊

急時対策所を使用する事としたが，緊急時対策本部（発電所）各班は，時系列管理シ

ステムに関する手順等に基づき，時系列管理システム，電子ボードおよびＣＯＰ等の

情報共有ツールを使用することで，緊急時対策本部（発電所）および緊急時対策総本

部（本社）でプラント状況等に関する情報を確実に共有することができることを確認

した。 

・復旧班は，故障した機器の現場確認を実動で実施し，コントローラから付与された情

報に基づき，緊急時対策本部（発電所）と現場要員とが連携して機器故障の原因推定

および復旧方法の検討を行い，具体的な機器故障原因，復旧方法および復旧に向けた

時期を推定することができることを確認した。 

＜７．【発電所】（５） 参照＞

（５）これまでの訓練から改善を図った事項の有効性を確認する。

「８．前回の総合訓練等において抽出された改善点への取り組み」のとおり確認した。 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の総合訓練において抽出された改善点は下表のとおり。

今回の総合訓練で抽出された改善点 原因および対策 

（１）系統状態等の共有方法の改善 

【発電所】 

《問題》 

・漏えい箇所の隔離に係わる緊急時対策本

部（発電所）内での認識共有が不足し，

使用可能な状態の系統を使用不可能と判

断した。 

・電源確保戦略に係わる緊急時対策本部

（発電所）内での連携が不足し，情報伝

達時にどの系統を介して電源を確保する

かという情報が錯綜した。 

《課題》 

・ＣＯＰ様式に記載のない系統構成等の詳

細な情報についても，認識共有のため緊

急時対策本部（発電所）へ情報伝達すべ

きであった。 

・火災や漏えい箇所の特定，隔離箇所の周

知，戦略の説明，手順書外の対応を提

案・認識共有しようとする場合において

は，全体へ情報共有し，各班が多角的な

視点から検討を行うために系統図面等を

用いて説明すべきであった。 

＜７．【発電所】（８）ａ． 参照＞

《原因》 

ａ．各班内では，系統図面等を用いて検討

を行っていたが，緊急時対策本部（発

電所）内への情報共有のために系統図

面等を活用することの必要性について

認識が不足していた。 

ｂ．これまでの訓練では，ＣＯＰの有効活

用を重点的に取り組んできたが，系統

図面等の活用を含めるという視点が不

足していた。 

《対策》 

ａ．緊急時対策本部（発電所）内への情報

共有のために系統図面等を活用（書画

装置の映写等）することの重要性につ

いて教育を実施する。 

ｂ．系統図面等の活用の習熟を訓練目的の

一つとして掲げた訓練を実施する。 
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今回の総合訓練で抽出された改善点 原因および対策 

（２）ＣＯＰ作成方法の改善 

【発電所】 

《問題》 

・設備の復旧に係わる情報を適正にＣＯＰ

に反映できず，事実と異なる情報を誤っ

て発信した。 

・ＣＯＰ－Ａ（設備状況シート）とＣＯＰ

－Ｂ（事故対応設備系統概要）との間で

整合性が図れていない箇所があり，系

統・機器の状態について正しく情報伝達

できなかった。 

《課題》 

・入手した情報については，ＣＯＰの記載

内容に関連があるか確認し，正確にＣＯ

Ｐへ反映すべきであった。 

・ＣＯＰ－ＡおよびＢの情報入手や作成の

時間差による不整合がないか確認すべき

であった。 

＜７．【発電所】（８）ａ． 参照＞

《原因》 

ａ－１．ＣＯＰについて，速やかな情報発

信を行うことを重視して対応して

いたため，記載内容の確認が不足

していた。 

ａ－２．ＣＯＰの作成および確認方法が明

確でない部分があった。 

ａ－３．ＣＯＰ－ＡおよびＢの作成者が異

なり相互の連携が不足していた。 

《対策》 

ａ．ＥＲＣへのより正確な情報発信ができ

るよう，ＣＯＰの作成および確認方法

の見直しを行う。 
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今回の総合訓練で抽出された改善点 原因および対策 

（３）情報の整理・確認方法の改善 

【発電所】 

《問題》 

・多重にＥＡＬ該当事象が発生した場面に

おいて，通報文発信までの目標時間とし

ている「本部長判断から１５分以内」に

発信できなかった。 

・一部の通報文において，ＥＡＬの判断時

刻および事象の発生時刻を誤って記載し

たまま発信した。 

《課題》 

・通報すべき事象が多重に発生し，情報が

錯綜する場面においても，各通報文に記

載すべき内容の収集，整理に専念すべき

であった。 

・通報文の作成時および発信前に十分な確

認をすべきであった。 

＜７．【発電所】（１） 参照＞

《原因》 

ａ－１．通報連絡に係る情報の整理のため

の話し合いを情報収集者も含め班

内で優先し行ったことで，話し合

いの間に本部内で共有された通報

連絡に必要な情報の一部を入手し

損なった。 

ａ－２．通報文送信前の最終確認時の視点

として発生時刻等の確認（誤記チ

ェック含む）を行うことが明確で

なかった。 

《対策》 

ａ．正確な通報文を遅滞なく作成できるよ

う，情報の整理方法（班内活動の優先

順位等）および通報文の確認方法の見

直しを行う。対策の策定にあたって

は，収集する情報の内容および入手方

法の検証も含め検討する。 

（４）記者会見の運用に係る改善 

【本社】 

《問題》 

・広報班は，社外プレイヤー（報道記者，

他電力広報担当者）が記者役として参加

する模擬記者会見を実施し，事故・プラ

ントの状況の説明を実施したが，模擬記

者会見中に原災法第１５条該当事象が発

生したにもかかわらず，その情報を会見

中に説明することができなかった。 

《課題》 

・記者会見中に原災法第１５条該当事象の

発生といった，周辺住民への影響が考え

られる重要な事象が発生した場合は，速

やかに情報発信すべきであった。 

＜７．【本社】（３）ｃ． 参照＞

《原因》 

・記者会見中に特定事象が発生した場合

に，通報文が会見場に届いてから発表す

る運用としており，速やかに情報発信す

る運用となっていなかった。 

《対策》 

・記者会見中に情報が更新された場合に速

やかに情報発信する運用について広報班

の活動に関する手順に明確にする。 
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今回の総合訓練で抽出された改善点 原因および対策 

（５）事象進展予測の説明に係る改善 

【本社】 

《問題》 

・１５条認定会議において，ＡＭシミュレ

ータを用いた事象進展予測が間に合わ

ず，炉心損傷の予測時間について説明す

ることができなかった 

《課題》 

・１５条認定会議において，今後の事象進

展予測を説明する必要があるとの認識は

あったが，ＡＭシミュレータによる事象

進展予測が間に合わない場合において，

概略の予測結果を説明すべきであった。 

＜７．【本社】（３）ｂ． 参照＞

《原因》 

・１０条確認会議，１５条認定会議で説明

する内容について，今後の事象進展予測

を説明しなければならないとの認識はあ

ったが，今後の事象進展予測を説明する

ことの重要性についての理解が不十分で

あり，解析結果が間に合わない場合に概

略の時間を説明するという認識がなかっ

た。 

《対策》 

・１０条確認会議，１５条認定会議におい

ては，常に進展予測時間を説明すること

とし，詳細な進展予測時間が説明できな

い場合においても，概略の時間を説明す

るよう運用の見直しを行う。 

（６）ＣＯＰの共有に係る改善 

【本社】 

《問題》 

・ＥＲＣ－ＣＰは，ＣＯＰの記載内容を説

明する際，それまでに説明した内容と異

なっている場合があっても，それに気付

いて修正することができなかった。ま

た，前回説明時から更新された情報につ

いて，アクセントを付けて説明すること

ができなかった。 

《課題》 

・ＣＯＰを用いたＥＲＣプラント班への情

報共有にあたって，ＣＯＰの記載内容が

現状のプラント状況，今後の戦略および

戦略の進捗状況と合致しているか，ま

た，前回説明時からの更新情報はあるか

について，整理し説明すべきであった。 

＜７．【本社】（３）ｂ． 参照＞

《原因》 

・速やかな情報共有を重視していたため，

ＥＲＣプラント班への情報共有の前に，

ＣＯＰの記載内容が現状のプラント状況

等と合致しているか確認するプロセスが

明確ではなかった。また，同様に速やか

な情報共有を重視していたため，前回説

明時からの更新点について整理するプロ

セスが明確ではなかった。 

《対策》 

・ＥＲＣプラント班への情報共有の前に，

ＣＯＰの記載内容が現状のプラント状況

等に合致しているか確認するプロセスお

よび前回説明時からの更新点を整理する

プロセスをＥＲＣ対応に関する手順に明

確にする。 
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今回の総合訓練で抽出された改善点 原因および対策 

（７）ＥＲＣ対応室の体制に係る改善 

【本社】 

《問題》 

・ＥＲＣ対応室において，設備の故障原因

や戦略方針について，正確に把握できて

おらず，ＥＲＣプラント班に正確な情報

を提供できていない場面があった。 

《課題》 

・ＥＲＣ－ＣＰ補佐は，プラント状況や設

備状況を整理してＥＲＣ－ＣＰに伝える

べきであった。 

＜７．【本社】（３）ｂ． 参照＞

《原因》 

・一人の要員に「プラント状況，設備状況

の把握」と「ＥＲＣプラント班からの質

問対応」の複数のタスクを担わせてお

り，状況が輻輳した場合に，現況の把握

ができなかった。 

《対策》 

・「プラント状況，設備状況の把握」と「Ｅ

ＲＣプラント班からの質問対応」を行う

要員を分ける，全体を俯瞰して統括する

要員を配置するなど，ＥＲＣ対応室内の

体制・役割分担の見直しを行う。 

１１．添付資料 

（１）原子力総合防災訓練 事象進展フロー図 

（２）令和元年度 国主催原子力総合防災訓練における課題結果の検証について 

以 上 
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令和元年度　国主催原子力総合防災訓練における課題結果の検証について

No. 課題 原因 対策 今年度訓練における検証 検証結果

1

事象が変化していく中で，情報の整
理が間に合わないまま，発信してい
たため整理をした上で発言する必要
がある。

プラント状況が変化した場合に，変化した
状況に特化した説明になっていた。

プラント状況が変化した場合に，その後の
事象進展（それに伴ってどうなるか）の観
点についても，要点を絞って説明していく
よう，改善する。（事象収束に向けての対
応への影響，ＥＡＬの発出等）
［説明の視点として，手順書に明記する］

プラント状況が変化した場合に，その後の
事象進展（それに伴ってどうなるか）の観
点についても，要点を絞って説明できてい
るか評価シートにより確認する。

・プラント状況が変化した場合に，その後
の事象進展も合わせて説明することをＥＲ
Ｃ対応の手引きに追記し，教育を行うこと
で，発電所からの情報に基づき，プラント
状況の変化について，適宜説明することが
できた。
・プラント状況の変化とＥＡＬ，戦略を関
連付けて説明することができた。
・ＥＲＳＳの変化について，ＥＲＣプラン
ト班からの指摘を受けて説明する場面が
あったことから，ＥＲＣ対応室内の役割分
担について，更なる改善を行う必要があ
る。

2

ＥＲＣ備付資料について，ＳＰＤ
Ｓ，ＥＲＳＳの記載と基準点が異な
る記載があったため，整合を図る必
要がある。
例）ＥＲＣ備付資料のＤ／Ｗ水位は
ＥＬで記載されているが，ＳＰＤＳ
では基準点＋〇ｍで記載されてい
る。この場合，ＥＲＣ備付資料側に
それぞれの値を併記することで良い
のではないかと考える。

ＥＲＣ備付資料について，分かりやすい説
明を行う観点から，資料の確認が十分では
なかった。

分かりやすい説明を行う観点から，ＥＲＣ
備付資料の修正・追加を検討，資料の修正
を行う。

ＥＲＣ備付資料の見直しを行い，資料を使
用した的確な説明ができていることを評価
シートにより確認する。

・ＥＲＣ備付資料について，ＳＰＤＳ，Ｅ
ＲＳＳの記載事項と整合を図った。
（今回の訓練では，修正した備付資料を用
いてＥＲＣプラント班に説明する場面はな
かった）

3

ＤＥＧが１台しかなく，ＲＨＲで運
転している場合，電源の負荷，ＦＰ
Ｃの温度上昇予測を踏まえて，この
タイミングでＦＰＣを起動する必要
があったのか。

ＦＰＣ起動前にＤＥＧ負荷容量に余裕があ
ることを復旧班に確認し，問題がないこと
を確認していたが，発電所から本社にその
情報が共有されておらず，確認結果につい
てＥＲＣプラント班に情報提供できていな
かった。

非常用電源が１系統のみの場合等，電源が
多重に確保されていない状況において大型
補機を起動した場合，発電所から本社に時
系列管理システム等により電源負荷状況に
ついて情報共有を行い，その情報を元にＥ
ＲＣプラント班にも情報提供を行う。

非常用電源が１系統のみの場合等，電源が
多重に確保されていない状況において大型
補機を起動した場合，時系列管理システム
等により電源負荷状況について情報共有が
できているか評価シートにより確認する。

・電源供給元と供給先の容量を考慮した戦
略を検討し，情報を共有するよう教育訓練
を積み重ねたことにより，確実に実施する
ことができた。

4

ＥＲＣからの質問について，丁寧に
説明を行っていたが，緊急事態であ
るため，まずは要点を説明し，その
後丁寧な説明をするよう説明方法の
改善が必要。

丁寧に説明することを心がけるあまり，要
点を簡潔に説明することができていなかっ
た。

まずは要点を簡潔に説明し，その後丁寧な
補足説明を行うよう説明方法の改善を検討
する。

ＥＲＣからの質問回答の際に，要点を簡潔
に説明し，その後丁寧な補足説明ができて
いるか評価シートにより確認する。

・説明にあたっては要点を簡潔に説明する
ことをＥＲＣ対応の手引きに追記し，教育
を行うことで，説明時にはまず要点を簡潔
に説明し，その後，補足説明を実施するこ
とができた。

5

設備状況シート（ＣＯＰ-Ａ）につい
て，訓練途中で記載方法を変更した
（モバイルのバックアップの準備時
間を記載）ものがあるので，記載内
容の改善を行う。

モバイル機器のバックアップの準備時間の
記載方法について，社内で運用が明確に
なっていない。

ＣＯＰ-Ａの書き方について，分かりやすく
説明する観点から改善検討を行う。

ＣＯＰ-Ａを用いて訓練を実施し，プレイ
ヤーに対しＣＯＰ-Ａの内容について理解し
やすいものであったか訓練後の振り返り等
により確認する。

・改善したＣＯＰ-Ａを用いて訓練を実施
し，モバイル機器のバックアップの準備時
間について分かりやすく説明することがで
きた。
・ＣＯＰのうち，ＣＯＰ-ＡとＣＯＰ-Ｂで
整合が図れていないなど，プレイヤーが事
実と異なる情報を誤認した場面があったた
め，ＣＯＰの作成・確認方法について更な
る改善を行う必要がある。
＜９．今後の原子力災害対策に向けた改善
点　ｂ．参照＞
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令和元年度　国主催原子力総合防災訓練における課題結果の検証について

No. 課題 原因 対策 今年度訓練における検証 検証結果

6

ＥＲＣプラント班と即応センターと
のやり取り（ＴＶ会議）について，
総本部側でもリアルなやり取りを把
握する方が良いのではないか。

ＥＲＣへの対応状況を即応センターが把握
できるよう，ＥＲＣからの問合せを時系列
管理システムへ入力する運用としていた。

時系列管理システムに入力された情報につ
いて，即応センター内で適宜発話する等，
どのように共有するかの視点で，改善検討
を行う。

ＥＲＣ対応室の対応状況について，時系列
管理システムに入力された情報を元に，総
本部内に情報共有できていたか評価シート
により確認する。

・ＥＲＣ対応室の状況について，時系列管
理システムに入力することで，総本部内に
情報共有することができた。
・一部，状況が輻輳し，ＥＲＣ対応室での
対応内容を時系列管理システムに入力する
ことができない場面があったことから，Ｅ
ＲＣ対応室内の役割分担について更なる改
善を行う必要がある。
＜９．今後の原子力災害対策に向けた改善
点　ｇ．参照＞

7

系統図の修正検討が必要。（例：Ｄ
ＥＧ本体は使用可能，メラクラが使
用不可の場合，現行運用では，ＤＥ
Ｇ本体に×を表示しており，ＤＥＧ
本体が使用不可と誤認識される恐れ
がある）

使用不可となった理由をＣＯＰ-Ｂの該当す
る機器に記載していたが，表現として分か
りにくいものになっていた。

ＣＯＰ-Ｂの書き方について，より分かりや
すく情報共有する観点から改善検討を行
う。

改善したＣＯＰ-Ｂを用いて訓練を実施し，
プレイヤーに対しＣＯＰ-Ｂの内容について
理解しやすいものであったか訓練後の振り
返り等により確認する。

・改善したＣＯＰ-Ｂを用いて訓練を実施
し，機器の使用可否を分かりやすく説明す
ることができた。
・ＣＯＰのうち，ＣＯＰ-ＡとＣＯＰ-Ｂで
整合が図れていないなど，プレイヤーが事
実と異なる情報を誤認した場面があったた
め，ＣＯＰの作成・確認方法について更な
る改善を行う必要がある。
＜９．今後の原子力災害対策に向けた改善
点　ｂ．参照＞

8

本設以外の資材も緊急時対応に活用
する（例：ＧＴＧから非常用Ｍ／Ｃ
へ直接ケーブルを敷設する等）など
のアナログ的な対応についても緊急
時対応を行う中で検討すべきであ
る。

本設の復旧を優先したため，本設以外の資
材を緊急時対応に活用するという検討は優
先順位が低くなっていた。

本設以外の資材の活用の検討も，設備状
況・復旧見通しを踏まえて，優先的に検討
していくことも必要であることについて社
内訓練等において共通認識を図る。

本設以外の資材の活用の検討も必要である
ことについて，社内訓練等において共通認
識を図るとともに，訓練において多様な戦
略が検討されるようなイベントをシナリオ
に盛り込み，フレキシブルな対応が検討さ
れてるか評価シートにより確認する。

・本設以外の資材の活用について，多様な
戦略を検討するよう，電源融通可能シナリ
オを設定した。また，多様な戦略の検討を
行うよう，教育訓練を積み重ねたことによ
り，常用Ｍ／Ｃを活用した電源供給や仮設
ケーブルを活用した復旧手順を提示できる
など，フレキシブルな検討が行うことがで
きた。

9
タイムリーな回答を意識し過ぎて，
情報が整理されないまま発言されて
いることが稀にあった。

No.1と同様 No.1と同様 No.1と同様
No.1と同様
＜９．今後の原子力災害対策に向けた改善
点　ｆ．参照＞

10

アクセスルート被害状況の説明がマ
イクのみであった。
他部門の方や規制庁派遣者には，図
面を用いた説明を行った方が良い。

アクセスルートの被害状況については，モ
ニタに表示されていたため，その被害状況
を口頭で説明していた。（書画装置を用い
た説明を行うことまではしなかった）

アクセスルートの被害状況等，図面を用い
て説明した方が良い場面では，図面を書画
装置に投影して説明するよう運用の見直し
を行う。

総本部内で全体に情報共有・説明を行う際
に，積極的に書画装置を使用して説明を
行っているか評価シートにより確認する。

・総本部内全体へ情報共有・説明を行う際
は，書画装置およびマイクを用いて説明す
ることで，適切に共有することができた。
（今回の訓練シナリオではアクセスルート
の被害がなかったため，アクセスルートに
関する説明はなかった）

11

ＧＴＧから非常用Ｍ／Ｃへのケーブ
ル敷設ついて，マイクのみで報告し
ていた。
他部門の方や規制庁派遣者には，図
面を用いた説明を行った方が良い。

アクセスルートの被害状況を，口頭で説明
していたため，ＧＴＧから非常用Ｍ／Ｃへ
のケーブル敷設状況ついても，口頭で説明
していた。（書画装置を用いた説明を行う
ことまではしなかった）

No.10と同様 No.10と同様 ・№10と同様

12

ＳＧＴモニタやＭＰで異常がないか
の報告が少なく感じた。
外部電源復旧班等オフサイト活動さ
れている方への重要なインプットと
なるため，周知された方が良い。

ＭＰ指示値の異常の有無について，一度異
常がないことを説明した後，変化がない場
合には特に説明を行っていなかった。

ＭＰ指示値の異常の有無については，外部
電源の復旧等，オフサイトで活動する要員
に対する重要な情報であるため，定期的に
総本部内で発話するよう運用の見直しを行
う。

ＭＰ指示値の異常の有無について，定期的
に総本部内で発話し，情報共有できている
か評価シートにより確認する。

・ＭＰ指示値の異常の有無について，模擬
ＳＰＤＳを確認して監視することで，マイ
クを用いて定期的に総本部内に情報提供す
ることができた。
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令和元年度　国主催原子力総合防災訓練における課題結果の検証について

No. 課題 原因 対策 今年度訓練における検証 検証結果

13

迅速性を求めるあまり，情報が整理
されないままＥＲＣへ情報提供して
いた場面があり，ＥＲＣプラント班
から「整理して説明すること」と指
摘される場面があった。

No.1と同様 No.1と同様 No.1と同様
No.1と同様
＜９．今後の原子力災害対策に向けた改善
点　ｆ．参照＞

14

通信連絡テント等において事象確認
は口頭のみであり,人員交替時には引
継ぎ漏れの可能性があることから,ホ
ワイトボード等で情報を残し共有す
る必要がある。

人員交替時は，ＦＡＸで受信した情報連絡
票等の文書に基づく口頭での引継ぎを基本
としていた。

ホワイトボード等を活用し，補足情報も含
め，人員交替時に遺漏なく引継ぎができる
よう工夫を行う。

今年度の事業者訓練における支援拠点設
営・運営訓練は，既に実施済みのため，次
年度訓練にて検証する。

・次年度訓練にて検証

15

スクリーニングテント付近に設置し
た発電機の駆動音が大きく,測定員及
び記録員の声が聞き取りにくかった
ことから,配置の見直し又は防音対策
等を実施する必要がある。

発電機の運転管理を本部の人員が行ってい
ることから，管理がしやすい本部付近に配
置したことで，近くにあるスクリーニング
テントに騒音が伝わってしまった。

発電機等の配置を見直したうえで，必要に
より防音対策を施す。

今年度の事業者訓練における支援拠点設
営・運営訓練は，既に実施済みのため，次
年度訓練にて検証する。

・次年度訓練にて検証

16
ホース接続時に接続部分等の異物確
認を実施していなかった。

ホース接続時，接続部等の異物を確認する
旨について，手順に記載されていなかっ
た。

ホース接続時，接続部等の異物を確認する
旨，手順に記載する。

ホース接続時に接続部分等の異物確認を実
施したことを評価シートにより確認する。

・ホース接続前には，接続面および内部の
異物確認を実施するよう手順書に記載した
ことにより，確実に実施できた。

17
可搬式ＭＰはキャスター式である
が，運搬完了後にロックをかけてい
なかった。

可搬式ＭＰ設置時，キャスターに移動防止
ロックを実施する旨について，手順に記載
されていなかった。

可搬式ＭＰ設置時，キャスターに移動防止
ロックを実施する旨，手順に記載する。

可搬式ＭＰ設置時，キャスターに移動防止
ロックを実施したことを評価シートにより
確認する。

・可搬式ＭＰは移動時以外はタイヤロック
を実施するよう手順書に記載したことによ
り，確実に実施できた。
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

１．訓練の目的 

本訓練は，「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章第７節第１項」に

基づき実施する要素訓練であり，手順書や資機材等の検証を行い，手順の習熟および改善

が図れていることを確認するものである。

２．実施期間および対象施設 

（１）実施期間 

平成３０年１２月１３日（木）～令和２年１月３０日（木） 

（２）対象施設 

島根原子力発電所 １，２号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に実施責任者を設け，実施担当者が訓練を実施した。 

（２）評価体制 

評価チェックシートに基づく訓練観察および確認を実施した。また，当該評価結果お

よび訓練終了後の反省会より，改善点を抽出した。 

（３）参加人数 

添付資料（１）のとおり。 

４．防災訓練の項目 

要素訓練 

５．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）通報・連絡訓練 

警戒事態該当事象，原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１０条

該当事象および原災法第１５条該当事象発生に伴う通報連絡を想定した。 

（２）原子力災害医療訓練 

原子力災害発生時に，管理区域で汚染を伴う負傷者が発生する事象を想定した。 

（３）緊急時モニタリング訓練 

原子力災害による放射性物質放出のおそれを想定した。 

（４）避難誘導訓練 

緊急時警戒体制および緊急時非常体制の発令に伴い，構内滞在者の避難が必要な状況

を想定した。 

（５）復旧訓練 

原子力災害発生時における機器の故障を想定した。 

別紙２
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（６）アクシデントマネジメント訓練 

外部電源喪失，非常用電源の一部喪失に起因した事象の発生により，格納容器過圧・

過温破損に至るおそれのある事象の進展予測等が必要となる状況を想定した。 

（７）電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および燃料プール除熱機能喪失の状態を想定し

た。 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

原子力災害により原子炉建物内に人が入域できない事象を想定した。 

６．防災訓練の結果 

（１）通報・連絡訓練 

初期通報，警戒事態該当事象，原災法第１０条該当事象，原災法第１５条該当事象発

生および原災法第２５条応急措置に伴う通報文の作成，社内外関係箇所への通報連絡（模

擬連絡先へ送付）を実施した。 

（２）原子力災害医療訓練 

管理区域内の汚染している負傷者について，管理区域外への搬出，簡易除染および応

急処置を実施した。 

（３）緊急時モニタリング訓練 

モニタリングカー，可搬式モニタリングポストを用いて，発電所構内の空気吸収線量

率および空気中放射性物質濃度の測定を実施した。 

（４）避難誘導訓練 

敷地外の避難場所までの構内滞在者の誘導および避難状況等の管理を実施した。 

（５）復旧訓練 

故障した残留熱除去系設備および非常用ディーゼル発電機に対する故障原因特定およ

び復旧作業を実施した。 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

格納容器過圧・過温破損に至るおそれのある事象の進展に伴うプラント情報の把握，

整理および事象進展予測を行うとともに，事故収束に向けた情報の整理，技術的措置の

検討を実施した。 

（７）電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および燃料プール除熱機能喪失を踏まえた復旧

対策について，緊急時対策要員による資機材の配置・操作等の一連の対応を実施した。 

なお，本設機器へ直接影響が生じる操作は模擬とし，現場での操作方法の確認または

机上での手順確認にて，訓練を実施した。 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

島根原子力発電所および美浜原子力緊急事態支援センターにてロボット資機材の操作

訓練を実施した。 

また，ロボット資機材の支援要請および輸送に関しても，一連の対応を実施した。

-2-



７．訓練の評価 

評価員による評価を実施し，定められた手順どおりに確実に実施できたことを確認した

ため，訓練目的は達成できたものと判断する。今後も，引き続き，繰り返し訓練を行い，

手順の習熟度の向上や，必要に応じて手順書や資機材等の更なる改善を図っていく。 

なお，詳細については，添付資料（１）に示す。 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各要素訓練において抽出した改善点については，添付資料（１）に示す。 

９．添付資料

（１）要素訓練の概要 

以 上
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要素訓練の概要

１．通報・連絡訓練（訓練実施日：平成３０年１２月１９日，平成３１年３月１９日，令和元年８月１日，１１月５日，１２月１９日，参加人数：５３名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）通報・連絡訓練 

①技術部課長（技術） 

 島根原子力本部広報部長 

②技術部（技術） 

 技術部（建設管理） 

 島根原子力本部（広報部） 

島根原子力本部（渉外運営部）

島根原子力本部（企画部） 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（原子力災害対策手順書（情報管理班，通報班））どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価

２．原子力災害医療訓練（訓練実施日：平成３０年１２月２１日，令和元年１０月９日，参加人数：６４名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）原子力災害医療訓練 

①廃止措置・環境管理部課長（放

射線管理） 

 総務課長 

②廃止措置・環境管理部（放射線

管理） 

 廃止措置・環境管理部（廃止措

置総括） 

 総務課 

品質保証部（品質保証） 

 原子力人材育成センター 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（異常事象発生時の対応要領，緊急被ばく医療対応放射線管理手順書）どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価

添
付
資
料

（
１
）
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要素訓練の概要

３．緊急時モニタリング訓練（訓練実施日：令和元年９月２７日，参加人数：３名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）緊急時モニタリング訓練 

①廃止措置・環境管理部課長（放

射線管理） 

②廃止措置・環境管理部（放射線

管理） 

 廃止措置・環境管理部（廃止措

置総括） 

協力会社 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（異常事象発生時の対応要領）どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価

４．避難誘導訓練（訓練実施日：平成３１年２月１２日，令和元年１０月１日，１０月９日，参加人数：１９名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）避難誘導訓練 

①総務課長 

 技術部課長（核物質防護） 

②総務課 

 技術部（核物質防護） 

 品質保証部（品質保証） 

 原子力人材育成センター 

 廃止措置・環境管理部（放射線

管理） 

 廃止措置・環境管理部（廃止措

置総括） 

 協力会社 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（異常事象発生時に対応要領，原子力災害対策手順書（支援班），原子力災害対策手順書（警備班）他）どおりに実施できているか等の評価指

標に基づき評価
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要素訓練の概要

５．復旧訓練（訓練実施日：平成３１年３月２６日，令和元年７月３０日，参加人数：２１名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）復旧訓練 
①保修部課長（保修管理） 

②保修部員 
良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（原子力災害対策手順書（復旧班））どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価 

６．アクシデントマネジメント訓練（訓練実施日：令和２年１月２０日，参加人数：８名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）アクシデントマネジメント訓練 
①技術部課長（燃料技術） 

②技術部（燃料技術） 
良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（原子力災害対策手順書（技術班））どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価 
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要素訓練の概要

７．電源機能等喪失時対応訓練（訓練実施日：平成３０年１２月１３日～令和２年１月３０日の期間内で計５０回実施，参加人数：延べ３８０名） 

概  要 
実施体制 

(①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）全交流電源喪失時の構内電源受電訓練 

①保修部課長（電気） 

②保修部（電気） 

 保修部（３号電気） 

 保修部（計装） 

良 特になし 

より確実かつ迅速な作業実

施のため，作業における役

割分担（作業者，チェック

者等）等の実施事項につい

て，チェックシート化を検

討する。 

（２）原子炉補機海水ポンプ用電動機取替 

訓練 

①保修部課長（電気） 

②保修部（電気） 

 保修部（３号電気） 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

（３）１，２号機ディーゼル発電設備，軽油タ

ンク(560Kl)からの燃料抜取りおよび高

圧発電機車等への燃料補給訓練 

①保修部課長（タービン） 

②保修部（タービン） 

 保修部（３号機械） 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

（４）主蒸気逃がし弁（安全弁）駆動用バック

アップ用窒素ガスボンベ接続訓練 

①保修部課長（原子炉） 

②保修部（原子炉） 
良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（原子力災害対策手順書（復旧班））どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価
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要素訓練の概要

概  要 
実施体制 

(①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（５）原子炉および燃料プールへの消防車 

による代替注水訓練 

①保修部課長（原子炉） 

②保修部（原子炉） 

 保修部（３号機械） 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の改善を図る。 

（６）水素爆発防止のための原子炉建物水素 

放出装置開放訓練 

①保修部課長（建築） 

②保修部（建築） 

保修部（土木） 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

（７）原子炉補機海水系への可搬式ディーゼル

駆動ポンプによる代替送水訓練 

①保修部課長（タービン） 

②保修部（タービン） 

 保修部（電気） 

良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。

（８）アクセスルートの確保訓練 

①保修部課長（土木） 

②車両系建設機械（整地等）技

能講習を受講した対策要員 

良 

従来実施していた土砂

撤去作業の他に，段差

解消作業を訓練カリキ

ュラムとして導入する

ことにより，多様な状

況への対応力の更なる

向上を図った。 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，車両系建設

機械操作の習熟度を高めて

いく。 

※手順（原子力災害対策手順書（復旧班））どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価

-
5
-



要素訓練の概要

概  要 
実施体制 

(①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（９）蓄電池設備による主蒸気逃がし弁開放 

操作訓練 

①保修部課長（計装） 

②保修部（計装） 

 保修部（３号電気） 

良 特になし 

より確実かつ迅速な作業実

施のため，作業備品として，

引抜ヒューズ保管袋又は箱

の追加配備を検討する。 

（10）電源機能等喪失時の運転員対応訓練 
①発電部課長（第一発電） 

②発電部（第一発電） 
良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，運転操作の

習熟度を高めていく。 

（11）電源喪失時の重要パラメータ監視訓練 

①保修部課長（計装） 

 発電部課長（第一発電） 

②保修部（計装） 

 保修部（３号電気） 

 発電部（第一発電） 

良 

暗所（夜間や照明消灯

等の状況）を想定した

訓練を複数回実施する

ことにより，多様な状

況への対応力の更なる

向上を図った。 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

※手順（原子力災害対策手順書（復旧班），原子力災害対策手順書（プラント監視班）他）どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価

-
6
-



要素訓練の概要

８．原子力緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：令和元年６月１０日～令和２年１月８日の期間内で計７回実施，参加人数：延べ２２名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）ロボット資機材の搬送訓練 
①総務課長 

②総務課 
良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，手順の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書等の更な

る改善を図る。 

（２）ロボット資機材の操作訓練 
①技術部課長（技術） 

②資機材操作要員 
良 特になし 

当該期間中の訓練において

改善すべき点は見つからな

かった。引き続き，繰り返

し訓練を行い，ロボット操

作の習熟度を高めていく。 

※手順（異常事象発生時の対応要領）どおりに実施できているか等の評価指標に基づき評価

-
7
-



防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

（新規制基準未適合炉訓練・現場実動訓練） 

１．訓練の目的 

本訓練は，以下を確認することを訓練全体の目的としたものである。 

現状のプラント状態（島根原子力発電所２号機定期検査停止中）において，原子力災害

に至る可能性がある燃料プール（以下「ＳＦＰ」という。）水位低下事象に対し，緊急時

対策本部（発電所）と現場間の連携を含め実動で対応することにより，原子力防災組織の

技能向上および緊急時対応業務の習熟を図る。 

本訓練は，原子力規制庁の「令和元年度評価指標（実用発電用原子炉）」における「指

標７．現場実動訓練の実施」の位置付けも兼ねて実施し，社内評価員による改善事項の抽

出を行い，当社の手順および運用に反映することで現場対応力向上を図る。 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

令和２年３月１０日（火） １３時１０分～１６時１０分 

（２）対象施設 

島根原子力発電所 １，２，３号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

（２）評価体制 

発電所社員および本社社員から評価員を選任し，評価チェックシートに基づく訓練観

察および確認を実施した。また，当該評価結果および訓練終了後の反省会，プレイヤー

へのインタビュー等により，改善点を抽出した。 

なお，新型コロナウイルス感染症予防のため外部評価者の受入れは実施しなかった。 

別紙３

通報・連絡

本社

（原子力施設事態

即応センター

／緊急時対策総本部）

（一部模擬）

島根原子力発電所 

（緊急時対策本部）

東京支社

原子力規制庁 

緊急時対応センター

（ＥＲＣ） 

（模擬） 

原子力事業所 

災害対策支援拠点 

（模擬）

派遣

社内ＴＶ会議

社外関係箇所 

（模擬） 

連絡

通報・連絡

連絡

連絡

オフサイト 

センター（模擬） 

派遣

連絡

連絡

社内 TV 会議接続

連絡
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（３）参加人数：２８２名 

① 島根原子力発電所 : ２２３名（社員：２０８名，社外：１５名） 

訓練プレイヤー：社員１７０名，社外１４名 

コントローラ兼評価員：社員１８名 

コントローラ：社員１５名，社外１名 

評価員：社員５名 

② 本社   : ５８名（社員：５８名） 

訓練プレイヤー：社員４９名 

コントローラ兼評価員：社員７名 

コントローラ：社員１名 

評価員：社員１名 

③ 東京支社   : １名（社員：１名） 

訓練プレイヤー：社員１名 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

今回の訓練では，平日の勤務時間帯に発生した地震を起因として，原子力災害対策特別

措置法（以下「原災法」という。）第１０条該当事象に至る原子力災害を想定した。 

詳細は以下のとおり。 

（１）訓練形式 

シナリオ非提示型訓練 

（２）事象発生時間帯 

通常勤務時間帯（平日昼間）を想定 

（３）プラント運転状況 

① １号機：廃止措置作業中（冷却告示適用，使用済燃料は全て使用済燃料プールにて

保管） 

② ２号機：定期検査停止中（全燃料を燃料プールにて保管） 

③ ３号機：建設中（新燃料は新燃料貯蔵庫および燃料プールにて気中保管） 
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（４）事象概要（添付資料（１）参照） 

時刻 

（実績） 

シナリオ 

２号機 １号機，３号機，その他 

開始前 ・鹿島支線停電中 

・Ⅱ系統原子炉補機冷却水系点検中 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機点検中 

・ＳＦＰと原子炉ウェル間に設置しているゲ

ート（以下「プールゲート」という。）閉

止中および原子炉ウェル水抜中 

・鹿島支線停電中 

13:10 地震発生（松江市震度６弱） 

・外部電源喪失 

・Ａ，Ｈ－非常用ディーゼル発電機起動成功 

・燃料プール冷却系の給水機能喪失 

・プールゲート（ＳＦＰ側）漏えい発生 

・外部電源喪失，非常用ディ

ーゼル発電機全台起動成功 

・１，３号機から２号機への

電源融通不能 

13:15 ・Ｈ－非常用ディーゼル発電機トリップ 

・Ｈ－非常用ディーゼル発電機室内火災発生 

13:40 地震発生（松江市震度６強） 

・プールゲート（原子炉ウェル側）のズレ発

生による原子炉ウェル側への漏えい発生 

・燃料プール水が残留熱除去系熱交換器室へ

漏えい（燃料プール冷却系と残留熱除去系

を接続する配管の破断，逆止弁の開固着お

よびサイフォンブレイク配管の詰り） 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機トリップ 

13:45 ・ＳＦＰ水位低下によりオーバーフロー水位

付近を逸脱 

・大量送水車による原子炉建物西側ホース接

続口への接続を開始するもホース接続口の

破損により接続不可 

・燃料取替階モニタ指示値上昇 

14:21 ・燃料プール水位ＳＥ３１判断基準到達 

（ＳＥ３１：使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

喪失（旧基準炉））【原災法第１０条】 

14:45 ・サイフォンブレイク成功 

15:35 ・原子炉建物内ホース接続完了 

15:45 ・大量送水車によるＳＦＰへの注水開始 

・燃料プール水位上昇開始 

16:00 訓練終了 
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５．防災訓練の項目 

要素訓練 

６．防災訓練の内容 

【発電所】 

（１）新規制基準未適合炉訓練 

（２）現場実動訓練 

【本社】 

（１）新規制基準未適合炉訓練 

７．訓練結果の概要および個別評価 

【発電所】 

（１）新規制基準未適合炉訓練 

・現在の設備（現在使用可能と判断した設備）状態で事象の進展に応じた事故・プラン

ト状況の把握，新規制基準未適合炉に該当するＥＡＬの判断，緊急時体制遷移の判

断・体制変更対応を実施。 

・事故収束に向けた対処方針および優先順位の検討・選定を実施。 

・情報共有ツールを用いた，緊急時対策本部（発電所）内および緊急時対策総本部（本

社）とのプラント状況等に関する情報共有を実施。 

・本部長代行者による本部長対応を実施。 

〔評価〕 

・緊急時対策本部（発電所）は，技術統括がブリーフィングに関する手順および対応フ

ロー図に基づき，適宜ブリーフィング，戦略会議を行うことで，現在の設備状態にお

ける事故状況把握，事象進展予測，優先順位を考慮した戦略決定を実施するとともに，

これらの情報について緊急時対策本部（発電所）内で共有することができた。 

＜８．（１）【発電所】 参照＞ 

・原子力災害対策手順書（プラント監視班）に基づき，本部内にて判断根拠に関する情

報を確認することにより，本部長は，プラントの事象進展に伴い，新規制基準未適合

炉に該当するＥＡＬの判断や緊急時体制の発令・体制遷移を確実に実施することがで

きた。 

＜８．（１）【発電所】 参照＞ 

・各班は，時系列管理システム，電子ボード，ＴＶ会議システムおよびＣＯＰ等の情報

共有ツールを使用し，各班の原子力災害対策手順書に基づき対応することで，緊急時

対策本部（発電所）および緊急時対策総本部（本社）でプラント状況等に関する情報

をより確実に共有することができた。 

・本部長（発電所長）が対応できない状況において，あらかじめ本部長不在時の代行順

位を定めていたことや，これまでの訓練の積み重ねにより，本部長代行者が本部長と

しての対応を確実に実施することができた。  

＜８．（１）【発電所】 参照＞ 
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（２）現場実動訓練 

・可搬型設備による水源からＳＦＰへの注水操作を実施。 

・緊急時対策本部（発電所）と現場要員とが連携し，機器故障の原因推定および復旧方

法の検討を実施。 

・夜間作業に向けた活動（作業照明の準備），放射線防護対策の準備を実施。 

・マルファンクション（火災発生，ホース接続口破損）発生時の対応を実施。 

〔評価〕 

・復旧班は，これまでに整備した手順や訓練（要素訓練）の積み重ねにより，可搬型設

備による水源からＳＦＰへの注水（模擬）を確実に実施するとともに，復旧班内の連

絡体制および役割分担を明確化したことにより緊急時対策本部（発電所）と現場要員

との連携を確認することができた。  

＜８．（１）【発電所】 参照＞ 

高線量下における作業継続の可否判断について，改善点を抽出した。 

＜９．（１）【発電所】高放射線量下における作業継続の可否判断の改善 参照＞ 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，要員参集時，居場所管理ボードにより全体要員を

確認するとともに，現場対応者の人数と場所の把握，要員リソースの把握を行い，緊

急時対策本部（発電所）からの指示に対して適切に対応することができた。 

また，緊急時対策本部（発電所）と現場要員との連絡体制および役割分担を明確にす

ることで迅速かつ正確な「報・連・相」が実施でき，確実な復旧対応を行うことがで

きた。 

・復旧班は，復旧統括の指示に従い，故障した機器の現場確認を実動で実施し，コント

ローラから付与された情報に基づき，緊急時対策本部（発電所）と現場要員が連携し

て機器故障の原因推定および復旧方法の検討を行い，具体的な機器故障原因，復旧方

法および復旧に向けた時期を推定することができた。 

・復旧班は，火災発生のマルファンクションに対して，火災発生時の消火活動手順書に

基づく対応や，これまでに整備した手順や訓練の積み重ねにより，火災発生場所・状

況の情報共有，消火戦略の検討，現場指揮所の設置，当直員からの引継ぎを確実に実

施することができた。（消火活動は模擬） 

【本社】 

（１）新規制基準未適合炉訓練 

・各班は，緊急時対策本部（発電所）との情報共有を行い，事故収束対応に向けた戦略

等を把握するともに，それらの情報について緊急時対策総本部（本社）内で共有を実

施。 

・ＥＲＣコンタクトパーソンは，事故・プラント状況等について，模擬のＥＲＣプラン

ト班との情報共有を実施。 

〔評価〕 

・各班は，緊急時対策本部（発電所）と情報連絡を行う専任のコンタクトパーソンや，

緊急時対策本部（発電所）で作成された通報文，ＣＯＰ，電子ボードおよび時系列管
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理システム等を通じて，緊急時対策本部（発電所）と情報共有することで，事故・プ

ラント状況や，事故収束対応に向けた戦略とその進捗状況について遅滞なく，かつ確

実に把握することができた。 

＜８．（１）【本社】 参照＞ 

・各班は，事故・プラント状況について，大型モニタやマイクを使用して周知するとと

もに，必要な場合は紙資料を配布することで，緊急時対策総本部（本社）内での情報

共有を確実に実施することができた。 

・ＥＲＣコンタクトパーソンは，ＴＶ会議システムを通じて，書画装置にＣＯＰ，ＥＲ

Ｃ備付資料等を表示して，同じ資料を確認しながら説明することで，模擬のＥＲＣプ

ラント班と確実に情報共有することができた。 

８．訓練の目的に対する評価 

本訓練を通じ，一部に改善点が抽出されたものの，発電所および本社原子力防災組織が

有効に機能していることを確認できたことから，今回の訓練目的は概ね達成できたものと

判断する。 

「１．訓練の目的」に対する評価は以下のとおり。 

（１）現状のプラント状態（島根原子力発電所２号機定期検査停止中）において，原子力災

害に至る可能性があるＳＦＰ水位低下事象に対し，緊急時対策本部（発電所）と現場

間の連携を含め実動で対応することにより，原子力防災組織の技能向上および緊急時

対応業務の習熟を図る。本訓練は，原子力規制庁の「令和元年度評価指標（実用発電

用原子炉）｣における「指標７．現場実動訓練の実施」の位置付けも兼ねて実施し，

社内評価員による改善事項の抽出を行い，当社の手順および運用に反映することで現

場対応力向上を図る。 

【発電所】 

・緊急時対策本部（発電所）は，適宜ブリーフィング，戦略会議を行うことで，現状の

設備（現在使用可能と判断した設備）状態における事故状況把握，事象進展予測，優

先順位を考慮した戦略決定を実施するとともに，これらの情報について緊急時対策本

部（発電所）内で共有することができることを確認した。 

・緊急時対策本部（発電所）は，本部内にて判断根拠に関する情報を確認することによ

り，本部長は，プラントの事象進展に伴い，新規制基準未適合炉に該当するＥＡＬの

判断や緊急時体制の発令・体制遷移を確実に実施することができることを確認した。 

・復旧班は，これまでに整備した手順や訓練の積み重ねにより，可搬型設備による水源

からＳＦＰへの注水を確実に実施するとともに，復旧班内の連絡体制および役割分担

を明確化したことにより緊急時対策本部（発電所）と現場要員との間で連携できるこ

とを確認した。 

・本部長が対応できない状況において，あらかじめ本部長不在時の代行順位を定めてい

たことや，これまでの訓練の積み重ねにより，本部長代行者が本部長としての対応を

確実に実施できることを確認した。 
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＜７．【発電所】（１），（２） 参照＞ 

【本社】 

・各班は，緊急時対策本部（発電所）と情報共有を行い，事故・プラント状況や事故収

束対応に向けた戦略とその進捗状況を把握するとともに，必要な情報については，緊

急対策総本部（本社）内で情報共有を実施することにより，緊急時対策本部（発電所）

の事故収束に向け対策活動を支援できることを確認した。 

＜７．【本社】（１） 参照＞ 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において抽出された主な改善点は下表のとおり。 

訓練で抽出された改善点 原因および対策 

（１）高放射線量下における作業継続の可

否判断の改善 

【発電所】 

《問題》 

・ＳＦＰ水位低下原因への対応のため復

旧班員を派遣する場面において，作業

場所の放射線量が作業可能な値である

にも係わらず，作業中断を判断した。 

《課題》 

・作業場所の放射線量が上昇傾向である

ことをもって作業可否を判断したが，

予想被ばく線量，作業重要度，作業優

先度および事象進展予測を踏まえた的

確な判断をすべきであった。 

＜７．【発電所】（２）参照＞

《原因》 

・緊急時対策本部（発電所）内におい

て，予想被ばく線量，作業重要度，作

業優先度および事象進展予測を踏まえ

た対応方針を判断する仕組みが明確で

はなかった。 

《対策》 

・予想被ばく線量，作業重要度，作業優

先度および事象進展予測を踏まえた対

応方針を判断する仕組みの見直しを実

施する。 

１０．添付資料 

（１）新規制基準未適合炉訓練 事象進展フロー図 

以 上 
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添付資料（１）
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